
大 和 市 教 育 委 員 会 ９ 月 定 例 会  

 

日 時  令和２年９月２９日 

     午前１０時００分 

場 所  教育委員会室 

１ 開 会 

２ 会 議 時 間 の 決 定 

３ 前 会 会 議 録 の 承 認 

４ 会議録署名委員の決定 

５ 教 育 長 の 報 告 

６ 議 事 

日程第１（議案第４５号）大和市教育委員会表彰規程の一部を改正する規程について 
日程第２（議案第４６号）令和３年度大和市公立学校県費負担教職員人事異動方針 

について 

 

７ そ の 他 

８ 閉        会 

 

 



議案第４５号 

 

大和市教育委員会表彰規程の一部を改正する規程について 

 

大和市教育委員会表彰規程の一部を改正する規程について、審議願いたく提案する。 

 

令和２年９月２９日提出 

 

       大和市教育委員会  

教育長 柿 本 隆 夫 

 

 



大和市教育委員会告示第 号 

大和市教育委員会表彰規程の一部を改正する規程 

大和市教育委員会表彰規程（昭和５５年大和市教育委員会告示第１４号）の一部を次のように改

正する。 

第１条の見出しを「（趣旨）」に改め、同条中「大和市教育委員会（以下「委員会」という。）

所管の」を「本市の教育の振興等に貢献し、又は教育上他の模範となった」に、「ことを目的」を

「もの」に改める。 

第２条中「１」を「いずれか」に改め、同条第１号中「若しくは」を「又は」に改め、同条第３

号中「委員会」を「大和市教育委員会」に改める。 

第３条を次のように改める。 

（大和市教育委員会表彰候補者審査会） 

第３条 この規程による表彰の対象となる候補者を選定するため、大和市教育委員会表彰候補者審

査会（次項において「審査会」という。）を置く。 

２ 審査会の組織、運営等については、教育長が別に定める。 

附 則 

この規程は、公表の日から施行する。 



 

大和市教育委員会表彰規程新旧対照表 

（下線部分は、改正部分） 

改正案 現行 

（趣旨） （目的） 

第１条 この規程は、本市の教育の振興等に貢献し、又は教育上他の模

範となった団体及び個人の功労を表彰することに関し必要な事項を定

めるものとする。 

 

第１条 この規程は、大和市教育委員会（以下「委員会」という。）所

管の団体及び個人の功労を表彰することに関し必要な事項を定めるこ

とを目的とする。 

 

（表彰の対象） （表彰の対象） 

第２条 表彰は、次の各号のいずれかに該当するものに対して行う。 第２条 表彰は、次の各号の１に該当するものに対して行う。 

(１) 学校教育又は社会教育の振興、研究又は改善に努め、特にその

功労が顕著なもの 

(１) 学校教育又は社会教育の振興、研究若しくは改善に努め、特に

その功労が顕著なもの 

(２) 略 (２) 略 

(３) その他表彰に価すると大和市教育委員会が認めたもの 

 

(３) その他表彰に価すると委員会が認めたもの 

 

（大和市教育委員会表彰候補者審査会） （被表彰者の決定） 

第３条 この規程による表彰の対象となる候補者を選定するため、大和

市教育委員会表彰候補者審査会（次項において「審査会」という。）

を置く。 

第３条 被表彰者は、大和市教育委員会教育長に対する事務委任等に関

する規則（昭和４０年教育委員会規則第１号）第２条第１項第１３号

に基づき、教育委員会の会議に付して決定する。 

２ 審査会の組織、運営等については、教育長が別に定める。 

 

＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

 

 



議案第４６号 

 

令和３年度大和市公立学校県費負担教職員人事異動方針について 

 

令和３年度大和市公立学校県費負担教職員人事異動方針について、審議願いたく提

案する。 

 

令和２年９月２９日提出 

 

     大和市教育委員会  

教育長 柿 本 隆 夫 

 

  

 

 

 



令和３年度大和市公立学校県費負担教職員人事異動方針 

 
 

大和市教育委員会 
 

  

 大和市教育委員会は、学校の組織としての能力を高めるとともに、教職員の意

欲と専門性の向上を図るため、また、教職員の世代交代が円滑に進むよう、人事

異動にあたっては、次の事項を基本方針とし、関係機関の協力のもとに教職員の

適正な配置に努めるものとする。 

 

 

【基本方針】 

 

１．組織力の向上を図る。 

本市教育の活性化を図り、教育効果を高めるため、積極的に転任及び配置換

えを行い、教職員組織の充実と均衡化に努め、魅力ある学校づくりの推進と学

校の組織力の向上を図る。 

 

 

２．人材育成を推進する。 

世代交代が進み、教職員の年齢構成等が変わりつつある中、全市的な視野に

立った人事異動により、一人ひとりの教職員が多様な経験を積み、組織内での

自らの役割を意識し、意欲的に力を発揮できるよう、人材育成を推進する。 
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令和２年度教職員人事概要 

 

◎ 令和２年５月１日現在の教職員数（定数）                  
 

小学校：７０８人 
中学校：３６９人  計 １，０７７人 

 
１．総括教諭・教諭の男女・年齢別【正規職員のみ（産休・育休者含む）】（令和２年５月１日現在） 

年齢 ３０歳以下 31～40 歳 41～50 歳 51～60 歳 計 男女の比率  

小

学

校 

男 ６９ ９３ ３５ ６ ２０３ ３６．３% 

女 １３４ １３４ ５４ ３４ ３５６ ６３．７% 

計 ２０３ ２２７ ８９ ４０ ５５９ １００．０% 

率 ３６．３% ４０．６% １５．９% ７．２% １００．０% ― 

中

学

校 

男 ４６ ６８ １４ １３ １４１ ５６．２% 

女 ３６ ３０ １０ ３４ １１０ ４３．８% 

計 ８２ ９８ ２４ ４７ ２５１ １００．０% 

率 ３２．７% ３９．０% ９．６% １８．７% １００．０% ― 

  ※再任用は含まない。 

 

２．同一校多年勤務者数（総括教諭・教諭）（令和３年３月３１日見込） 
 10 年以上 ９ 年 ８ 年 計 割 合 
小学校 ３ ９ ２５ ３７人 ６．６％ 
中学校 ３ ８ １３ ２４人  ９．６％ 

 

３．令和元年度末異動状況（教職員） 
 小学校 中学校 計 

 辞  職 ２１ １７ ３８ 

 転  出 
県 内    ５ ２   

１１ 
県 外    ４ ０   

 管理職異動   １７    ４   ２１ 

 市内配置換   ５２   １６   ６８ 

 転  入    １０    ２    １２ 

 新 採 用     
 男   １１    ９ 

５２ 
 女   ２５    ７ 

    計 １４５ ５７ ２０２ 

 

４．新採用教職員数の推移（教諭、養護教諭、事務職員、栄養職員を含む） 

年 度 ２３ ２４ ２５ ２６ ２７ ２８ ２９ ３０ １ ２ 

小学校 ３４ ４０ ４８ ４４ ２９ ３０ ３６ ３７ ４０ ３６ 

中学校 １８ １４ １９ １８ １３ １３ １５ ２２ １９ １６ 

計 ５２ ５４ ６７ ６２ ４２ ４３ ５１ ５９ ５９ ５２ 
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５．再任用教職員数の推移 

年 度 ２３ ２４ ２５ ２６ ２７ ２８ ２９ ３０ １ ２ 

小 
学 
校 

教  諭 ３５ ３８ ４０ ４２ ３３ ２８ ２５ ２２ ２４ ２３ 

養護教諭  ０  ０  ０  ０  ０  ０  ２  ２ ０ ０ 

栄養職員  ０  ０  ０  ０  ０  ０  ０  ２ ０ ０ 

事務職員  ０  ０  ０  ３  ４  ６  ４ ３ ２ ２ 

中 
学 
校 

教  諭 １５ ２４ ２８ ２５ ２０ ２３ ２０ １７ ２２ ２６ 

養護教諭  ０  ０  ０  ０  ０  ０  ０  ０ １ ２ 

栄養職員  ０  ０  ０  ０  ０  ０  ０  ０ ０ ０ 

事務職員  １  ０  ０  ０  ０  １  １ １ ２ １ 

合  計 ５１ ６２ ６９ ７０ ５７ ５８ ５２ ４７ ５１ ５４ 

 

 

６．児童・生徒・教職員数等の推移              （各年度 ５月１日現在） 

年度 

小   学   校 中   学   校 
学校数 
（校） 

 児童数 
（人） 

学級数 
（C） 

教職員

数

（人） 

学校数 
（校） 

 生徒数 
（人） 

学級数 
（C） 

教職員 
数

（人） 
２３ １９ 11,797 417 636 ９ 5,634 177 353 

２４ １９ 11,582 422 650 ９ 5,756 179 362 

２５ １９ 11,534 422 650 ９ 5,733 184 373 

２６ １９ 11,504 424 658 ９ 5,587 177 365 

２７ １９ 11,628 435 659 ９ 5,517 175 360 

２８ １９ 11,618 434 663 ９ 5,467 174 356 

２９ １９ 11,729 440 664 ９ 5,432 175 363 

３０ １９ 11,880 445 678 ９ 5,305 176 359 

１ １９ 11,799 446 695 ９ 5,338 177 365 

２ １９ 11,926 458 708 ９ 5,359 183 369 

 

 

７．令和２年度学年別児童・生徒数          （令和２年５月１日現在） 
 １年 ２年 ３年 ４年 ５年 ６年 特別支援 計 

小学校 1,922 1,823 1,884 1,928 1,854 2,040 475 11,926 

中学校 1,742 1,767 1,688  162 5,359 
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その他報告 



大和市学校教育基本計画に基づく　令和元年度学校評価アンケート 
　 令和2年9月29日

※各学校の自己評価

具体的な内容例 評価 小 中 指導室　分析

1

基礎的・基本的な知識
及び技能の習得と活用
を重視した教育を推進
します

・少人数学級、少人数（TT）指導
・SA、学習支援ボランティアの活
用
・授業改善

A・・・
B・・・
C・・・
D・・・

７
１２

０
０

５
４
０
０

基礎的な知識技能の習得について、個別の支援や授業改善によ
り一定程度の成果が出ている。支援を必要とする児童生徒の増
加・多様化に対応していくことが課題となっている。今後さらに集
団指導の授業改善と、個別支援に向けた資源の有効活用につい
て検討していく。

2

「主体的・対話的で深
い学び」の視点から学
習過程を改善し、質の
高い学びを実現する取
り組みを推進します

・指導と評価の一体化
・校内研究
・ICT機器の活用
・調べる学習（探究的活動）
・学習における新聞の活用

A・・・
B・・・
C・・・
D・・・

６
１３

０
０

３
６
０
０

校内研究を中心に、「主体的・対話的で深い学び」の視点での授
業改善が進められている。ICT機器の活用についてはGIGAスクー
ルによる一人一台端末の実現により今後加速していく。より質の
高い学びの実現に向けて、指導室・教育研究所で連携し計画的
に学校を支援していく。調べる学習、新聞の活用については研修
等をとおして学校に働きかける。

3
学習に対して困難をか
かえる子どもに適した
教育を推進します

・外国人児童生徒に対する支援
・（特別）支援教育
・児童支援中核教諭
・SC、SSW、相談員

A・・・
B・・・
C・・・
D・・・

８
１１

０
０

６
３
０
０

学校では、支援を必要とする児童生徒の個々の状況を把握し、家
庭との連絡を密に取り支援計画を立てるとともに、児童支援中核
教諭や教育相談コーディネーターを中心に校内で情報共有しチー
ムで支援する体制ができている。

4
今日的な教育課題に
対応した授業に向けて
研究・研修を深めます

・校内研修
・プログラミング教育

A・・・
B・・・
C・・・
D・・・

２
１７

０
０

２
７
０
０

校内研修について、研究委託による校内研究、指導室訪問研
修、教育研究所主催研修以外の研修時間の設定に学校が苦慮し
ている様子が窺える。プログラミング教育については新学習指導
要領全面実施に向けた準備の一環として研究している段階であ
る。指導室としては、教育課程の中で適切に位置づけ実践できる
よう支援していく。

5
学びを支える教育環境
整備を進めます

・教材、教具の工夫（ICT機器含
む）
・校務支援システムの活用

A・・・
B・・・
C・・・
D・・・

３
１６

０
０

１
８
０
０

小学校では電子黒板や実物投影機は教科書ノートと同様に当た
り前に活用されており、他の教材教具も含め、さらに活用の工夫
を継続している。中学校では、R元年度から電子黒板機能付きプ
ロジェクターが導入されており、今後小学校の実践を踏まえ活用
を推進していく。校務支援システムの活用も浸透しており、業務の
効率化が図られているが、帳票等の確認作業の徹底も必要であ
る。

基本目標 施策の方向

子
ど
も
一
人
ひ
と
り
の
学
び
を
保
障
し
、
確
か
な
学
力
を
育
て
ま
す

基
本
目
標
１

その他報告
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大和市学校教育基本計画に基づく　令和元年度学校評価アンケート 
　 令和2年9月29日

※各学校の自己評価

具体的な内容例 評価 小 中 指導室　分析基本目標 施策の方向

その他報告

1
想像力を豊かにする読
書活動を推進します

・読書活動
・朝読書、読み聞かせ
・学校図書館の活用
・図書館教育の推進

A・・・
B・・・
C・・・
D・・・

８
１１

０
０

５
４
０
０

読書活動については各学校で積極的な取り組みが行われてい
る。学校司書が大きな役割を果たすとともに、授業での学校図書
館の活用など学校全体の取組が促進されている。今後は、読書
冊数の少ない児童生徒に対する働きかけ、放課後の活用等さら
に推進していきたい。

2
感受性を育て、表現す
る力を養う教育を推進
します

・芸術鑑賞
・福祉体験
・日本の伝統文化に触れる授業
・給食時間を活用したコミュニ
ケーション

A・・・
B・・・
C・・・
D・・・

１
１８

０
０

２
７
０
０

音楽・演劇・古典芸能の鑑賞や、白杖や手話の体験などを毎年実
施していく中で子どもたちの感性を育てる工夫がされている。給食
時間には異学年との交流給食や、校内放送などによりコミュニ
ケーションを図っている。芸術鑑賞、福祉体験のための補助を継
続していきたい。

3
様々な体験学習の機
会を提供します

・体験活動
・キャリア教育
・職場体験、職業講話等
・自然体験学習

A・・・
B・・・
C・・・
D・・・

５
１４

０
０

６
３
０
０

小中学校ともに、授業の中で地域に出ていく活動や地域の方を学
校に招いての活動を積極的に行っている。また、様々な教科で、
体験的な活動を授業の中に取り入れる工夫をし、子どもたちの関
心を高めている。学校支援ボランティアバンクの推奨や、放課後
事業での取り組みについて今後検討していきたい。

基
本
目
標
２

様
々
な
体
験
を
通
し
、
豊
か
な
感
性
を
育
み
ま
す
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大和市学校教育基本計画に基づく　令和元年度学校評価アンケート 
　 令和2年9月29日

※各学校の自己評価

具体的な内容例 評価 小 中 指導室　分析基本目標 施策の方向

その他報告

1
心身ともに健康に生活
を送るための、健康教
育を推進します

・健康の保持増進
・体力、運動能力の向上
・教員が子どもと向き合う活動
・教育相談

A・・・
B・・・
C・・・
D・・・

８
１１

０
０

５
４
０
０

学校では健康、体力向上について体育・保健体育の授業を中心
に年間を通して指導するとともに、歯磨き指導、薬物乱用防止教
室等の実施や、手洗い等の衛生指導も日常的に行っている。ま
た、休み時間等を活用したレクや体育委員会の企画、球技大会
の実施など各校で工夫している。子どもと向き合うために授業中
や休み時間の観察や声かけに加え、アンケートや教育相談も有
効に活用している。児童生徒対応について研修を継続していきた
い。

2
健康な心身のための、
食育を推進します

・食育

A・・・
B・・・
C・・・
D・・・

２
１７

０
０

２
６
１
０

学校では、家庭科や社会科（食糧生産）の授業での指導に加え、
栄養教諭や栄養士による指導により栄養のバランスと健康につ
いて関心を高めるよう努めている。引き続き、研修・情報提供に努
めていきたい。

3
命を守る、安全教育を
推進します

・命の授業
・安全・防災教育
・情報モラル教育
・登下校の安全、パトロール
・PSメール
・防災計画の改善

A・・・
B・・・
C・・・
D・・・

７
１２

０
０

２
７
０
０

道徳をはじめとする授業の中で、自分や他者の命の大切さについ
て学ぶとともに、助産師による「やまといのちの教室」、交通安全
教室、携帯電話教室、避難訓練等を実施し安全防災教育に努め
ている。大和市子ども見守り隊の皆さんの協力を得ながら、教職
員も登下校の安全指導に努めている。指導室では、大和市学校
防災マニュアルを基に研修を行い、各学校の防災計画の改善を
支援していきたい。

4

安全安心で、子どもが
落ち着いて学べる学校
の環境づくりを進めま
す

・教室環境の整備・美化
・学校施設の維持管理
・学校安全計画、危機管理マニュ
アル

A・・・
B・・・
C・・・
D・・・

６
１２

１
０

２
７
０
０

教職員による学校施設の定期的な安全点検を行い、教室環境の
整備、施設の維持に努めるとともに、日常的な清掃活動の中で校
舎の美化に努めている。校舎の老朽化に伴う施設設備の補修等
については、今後の課題である。

基
本
目
標
３

安
心
安
全
な
環
境
を
整
え
、
健
康
な
感
性
を
育
み
ま
す
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大和市学校教育基本計画に基づく　令和元年度学校評価アンケート 
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※各学校の自己評価

具体的な内容例 評価 小 中 指導室　分析基本目標 施策の方向

その他報告

1
いじめのない学校生活
に向けた取り組みを進
めます

・いじめ対策
・hyper－QUの活用

A・・・
B・・・
C・・・
D・・・

６
１３

０
０

３
６
０
０

教員が日常的に児童生徒の様子を見取り気になる児童生徒への
声掛けなどの対応を行っている。加えて、教育相談やアンケート
などを基に丁寧な対応をしている。またhyper－QUの結果をもとに
学年で情報共有しつつ客観的な視点で学級経営を見直してい
る。指導室として、今後も継続的に訪問研修等を行い、いじめの
未然防止、早期対応・解消にむけて支援していきたい。

2
不登校のない、だれも
が通いたくなる学校作
りを進めます

・不登校対策

A・・・
B・・・
C・・・
D・・・

９
９
１
０

３
６
０
０

あたたかな学級、人間関係作りやわかりやすい授業づくりを行
い、不登校の未然防止に努めるとともに、学校での様子や欠席状
況を注視し早期対応に努めている。すでに不登校状態の児童生
徒に対しては、家庭との連絡を密にするとともに担任が家庭訪問
したり、別室登校で居場所づくりを行うなど個別の対応を行ってい
る。青少年相談室、まほろば教室とも連携しながら個々の状況に
応じて支援していきたい。

3
社会性を育む道徳教
育を推進します

・異学年交流等による社会性の
育成
・道徳教育
・人権教育
・教員の人権意識の向上

A・・・
B・・・
C・・・
D・・・

３
１６

０
０

３
６
０
０

道徳の授業を中心に、様々な機会をとらえて道徳教育を実践し、
校内研究等で指導力の向上に努めている。また人権教室を実施
するだけでなく、日常の言葉遣いの指導などをとおして子どもたち
の人権教育を実施している。教職員の人権意識をさらに向上させ
るため研修の充実を図りたい。

4
社会に開かれた学校
教育を推進します

・地域の施設等訪問、ボランティ
ア活動
・学校評価
・学校評議員会
・ホームページ、学校便り
・地域人材力の活用

A・・・
B・・・
C・・・
D・・・

１１
８
０
０

３
６
０
０

各学校で様々な活動が行われており、地域との連携については
定着してきている。保護者・地域への情報発信は学校の取組が
伝わるよう様々な工夫をしている。引き続き学校評議員の御意見
を参考にしながら、子どもたちの健全な育成に努めていきたい。

基
本
目
標
４

多
様
性
を
尊
重
し
、
他
者
と
と
も
に
生
き
る
社
会
性
を
育
て
ま
す

4
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